
豪州における新型コロナウイルスの状況

2/1 中国本土に立寄った外国人への14日間
の入国禁止措置（3/1にイラン，3/5に韓国
を追加，3/11にイタリアを追加）

3/16 500人以上が集まる集会の禁止，全ての
海外からの渡航者に14日間の自己隔離
措置

3/16 ビクトリア州非常事態宣言の発出（4/13ま
で）

3/20 全ての外国人を入国禁止
3/23必要不可欠な活動以外を停止する措置
3/24 豪州人の海外渡航を禁止
3/29 豪州国外からの渡航者全員にホテル等で

の自己隔離を義務づけ
4/12 ビクトリア州非常事態宣言の延長（5月11

日まで）

※ 外出は必要不可欠な目的（やむを得ない出勤や
通学，食料品の購入，近所での運動，医療機関で
の診察や見舞い）以外は許可されておらず，違反し
た場合高額の罰金が課される。

豪州・VIC政府の主な対応

(1) ＡＮＡ
シドニー・羽田線を5月16日（シドニー発）まで継続
し，パース・成田線の運休を5月15日まで延長
(2) ＪＡＬ
シドニー・羽田線及びメルボルン・成田線を6月1
日まで運休
(3) カンタス航空，ジェットスター航空

5月末までの間日本路線を含む全ての国際線を
運休
(4) ヴァージン・オーストラリア航空

6月14日までの間全ての国際線を運休

日本への航空便の状況

入州規制なし：ＮＳＷ州，ＶＩＣ州，ＡＣＴ
14日間の自己隔離：ＳＡ州，ＴＡＳ州，ＮＴ
州境の閉鎖：ＱＬＤ州，ＷＡ州

豪州内の移動制限

2020.4.17
在メルボルン日本国総領事館

豪州国内の感染者数（４月１５日時点）
豪州全体：6,447人（ACT 103, NSW 2886, NT 27, QLD 999, SA 433, TAS 168, VIC 1299, WA 532）



情報ソース
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODBmMmE3NWQtZWNlNC00OWRkLTk1NjYtMjM2YTY1MjI2NzdjIiwidCI6ImMwZTA2MDFmLTBmYWMtN
DQ5Yy05Yzg4LWExMDRjNGViOWYyOCJ9

ビクトリア州の新型コロナウイルス感染者



支援措置 対象者 実施期間
給与税
・2019/20年度の給与税の免除
・2020/21年度の第１四半期の給与税の延納
https://www.sro.vic.gov.au/coronavirus

・年間課税給与額が300万ドル以下の企業 ・2019年7月
～2020年6月まで

・2020年7月
～2020年9月まで

酒類免許税
・2020年の酒類免許税の免除，既に支払済の場合の払戻し
https://www.sro.vic.gov.au/coronavirus

－ 2020年

土地税納付の延期
・2020年の土地税の支払いを2020年12月以降に延期
https://www.sro.vic.gov.au/coronavirus

・100万ドル未満の課税土地所有者 2020年12月以降

土地税の減額措置
・土地税を25％減額するための4億2千万ドルの予算
https://www.premier.vic.gov.au/supporting-tenants-and-landlords-
through-coronavirus/

・新型コロナウイルスの影響を受けた賃借人を持つ家主 2021年3月まで

ビジネス支援補助金
・施設設備，賃貸料，賃金等に充当できる１万ドルの資金
https://www.business.vic.gov.au/disputes-disasters-and-succession-
planning/illness-and-business-management-plan/coronavirus-
business-support

・飲食，観光，娯楽，小売等の小規模ビジネス 申請受付中
（2ヶ月以内に終了）

ビクトリア基金での労働
・失業者のための転職支援
https://www.vic.gov.au/workingforvictoria

・職を失った労働者 登録受付中

ビクトリア州政府による早期支払い
・州政府は全ての支払い対象者に５営業日以内での支払いの実施

－

政府の建物内の家賃の免除
・州政府の建物内の商業テナントに対して家賃を免除

－

ＶＩＣ州における主要な経済対策の概要（４月１６日現在）

※本内容はビクトリア州が発表した「Economic Survival Package」等を元に在メルボルン総領事館が便宜的に翻訳したものです。詳細については各WEB
ページをご確認下さい。



総領事館による情報発信

• 領事メール（在留届，たびレジ登録者）
以下のリンク（海外安全ホームページ）で過去の領事メールが参照可能
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_071.html#ad-image-0
たびレジ未登録の方は以下から登録できます

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/agree.html

• 総領事館HPで当館に寄せられるよくある質問と回答を更新
https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

• SNSを通じたVIC,SA,TAS州の関連情報発信（英文）
Twitter https://twitter.com/japan_in_mel
Facebook https://www.facebook.com/CGOJ.Melbourne


